
第５回川口市総合計画審議会次第 

日 時：平成27年6月3日（水）午後2時 

場 所：鳩ヶ谷庁舎3階 304・305会議室  

１ 開  会 

２ 委嘱書交付 

３ 議  事 

（１）今年度審議会の進め方について 

（２）第5次川口市総合計画案文について 

① ５－１．基本計画総論 

② ５－２．基本計画各論 

Ａ．全ての人にやさしい“生涯安心なまち” 

Ａ-１：健康を育むまちづくり 

Ａ-２：健やかな子育て・子育ち環境づくり 

Ａ-３：高齢者の暮らしの安心・生きがいづくり 

（３）その他 

４ 閉  会 
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１．あいさつ

２．目次

３－１．川口市の沿革

３－２．川口市の特色

３－３．社会情勢の変化

３－４．川口市におけるこれまでの主な取り組み

３－５．まちづくり推進上の課題

４－１．総合計画策定の目的

４－２．総合計画の構成と期間

４－３．基本理念

４－４．将来の姿

（１）将来都市像

（２）めざす姿

・全ての人にやさしい“生涯安心なまち”

・子どもから大人まで“個々が輝くまち”

・産業や歴史を大切にした“地域の魅力と誇りを育むまち”

・都市と自然が調和した“人と環境にやさしいまち”

・誰もが“安全で快適に暮らせるまち”

・市民・行政が協働する“自立的で推進力のあるまち”

 資料（策定体制・経過、用語解説等）

第５次川口市総合計画書の構成（案）

３．序論

５．基本計画

４．基本構想

３－６．まちづくりの考え方

　　　５－１．基本計画総論

　　　　（１）基本計画の趣旨

　　　　（２）人口と世帯数の推計

　　　　（３）土地利用構想

　　　　（４）施策・単位施策の一覧

　　　５－２．基本計画各論

　　　　（６）市民・行政が協働する“自立的で推進力のあるまち”

　　　５－３．地域別計画

　　　　（６）神根地域　（７）芝地域　（８）安行地域　（９）戸塚地域　（１０）鳩ヶ谷地域

　　　　（１）中央地域　（２）横曽根地域　（３）青木地域　（４）南平地域　（５）新郷地域　

　　　５－４．個別計画

　　　　（１）全ての人にやさしい“生涯安心なまち”

　　　　（２）子どもから大人まで“個々が輝くまち”

　　　　（３）産業や歴史を大切にした“地域の魅力と誇りを育むまち”

　　　　（４）都市と自然が調和した“人と環境にやさしいまち”

　　　　（５）誰もが“安全で快適に暮らせるまち”

　　資料１



2015/6/3現在

開 催 回 月 日 曜日 時 間 場 所 審 議 内 容

第５回 6月3日 水 午後2時から
鳩ヶ谷庁舎
304・305会議室

総論①基本計画の趣旨、②人口の推計、③土地利用構想、④施策・単位施策の一覧
各論Ａ-１：健康を育むまちづくり
各論Ａ-２：健やかな子育て・子育ち環境づくり
各論Ａ-３：高齢者の暮らしの安心・生きがいづくり

第６回 7月16日 木 午前10時から
鳩ヶ谷庁舎
304・305会議室

各論Ａ-４：誰もが安心して生活できる環境づくり
各論Ｂ-１：子どもがのびのび学べる環境づくり
各論Ｂ-２：子どもの成長をサポートする基盤づくり
各論Ｂ-３：市民が自己実現をめざせる環境づくり
各論Ｂ-４：互いに尊重・理解し合う環境づくり

第７回 7月30日 木 午後2時から
鳩ヶ谷庁舎
304・305会議室

各論Ｃ-１：地域経済基盤づくり
各論Ｃ-２：活力ある工業の振興
各論Ｃ-３：活気ある商業の振興
各論Ｃ-４：魅力ある農業の振興
各論Ｃ-５：地域資源の活用

第８回 8月11日 火 午後2時から
鳩ヶ谷庁舎
304・305会議室

各論Ｄ-１：豊かな水と緑に親しめる空間の創出
各論Ｄ-２：環境の保全と創造
各論Ｄ-３：廃棄物の減量化・再資源化・適正処理の推進
各論Ｅ-１：住・工・商・緑が共存した土地利用の推進
各論Ｅ-２：安全・安心・気軽に外出できる交通環境の整備

第９回 9月29日 火 午後2時から
鳩ヶ谷庁舎
304・305会議室

各論Ｅ-３：安全・安心な上下水道サービスの提供
各論Ｅ-４：さまざまな災害や犯罪などかの脅威から市民を守るまちづくり
各論Ｆ-１：市民が元気に活動するための環境づくり
各論Ｆ-２：市民と行政の相互協力
各論Ｆ-３：行政経営の基盤強化

第１０回 10月16日 金 午前10時から
水道庁舎
大会議室

地域別（中央地域・横曽根地域・青木地域・南平地域・新郷地域）

第１１回 10月28日 水 午前10時から
鳩ヶ谷庁舎
304・305会議室

地域別（神根地域・芝地域・安行地域・戸塚地域・鳩ヶ谷地域）

第１２回 11月9日 月 午後2時から
鳩ヶ谷庁舎
304・305会議室

最終調整

― パブリックコメント実施

第１３回 1月13日 水 午前10時から
鳩ヶ谷庁舎
304・305会議室

パブリックコメント報告、答申案

市役所市長公室 答申（正副会長から市長へ）

― ３月議会ヘ上程

― 第５次川口市総合計画スタート

11月中旬～12月中旬

1月中旬

3月

4月1日

平成２７年度川口市総合計画審議会等スケジュール

　　資料２



 閲 覧 用 

第５次川口市総合計画基本計画 案文 

    総論 

    各論 A-1～A-3 



５－１．基本計画総論

（１）基本計画の趣旨

○基本計画の位置づけ

基本計画は、基本構想で掲げた基本理念や将来都市像、めざす姿の実現のた

め、基本的かつ重要な施策を定めるものです。施策の実現のためには、複雑・

多様化する市民ニーズに対応し、また、市民と協働するとともに、本市だけで

はなく広域的な視点も必要とすることから国・県・近隣都市との連携を密にし、

施策の実現を図るものです。

○中核市への移行を踏まえた計画の策定 

本市では、平成 30 年 4 月 1 日に中核市へ移行することをめざしています。中

核市移行後は、保健所の設置をはじめこれまで埼玉県が行ってきた事業・サー

ビスの一部を市が行えるようになることから、サービスの効率化やスピードア

ップが図れることに加え、市内の実情に沿った、よりきめ細かな行政サービス

を市民に提供することが可能となります。そのため、第５次川口市総合計画基

本計画は、中核市への移行を踏まえた計画となるよう策定しました。 

○合併を踏まえた計画の策定 

 本市は平成 23 年 10 月に鳩ヶ谷市と合併をしたことから、両市がこれまで培

ってきた伝統・文化や地域資源と、本市の中央部に位置する鳩ヶ谷地域の地理

的条件を活かし、一体的なまちづくりを進める必要があります。そのため、第

５次川口市総合計画基本計画は、効率的な行財政運営といった合併の効果を最

大限に活かすとともに、多様な行政ニーズへの対応を図りながら一体的なまち

づくりを推進するために策定しました。 

○基本計画の計画期間と見直し

基本計画の計画期間は、多様化する課題や市民ニーズ、変動の激しい社会情

勢に対応できるよう、前期・後期ともに５年としています。前期基本計画終了

時には、社会情勢などに照らして本計画を見直し後期基本計画を策定します。
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○基本計画の構成 

基本計画では、基本構想で定めた６つのめざす姿ごとに、めざす姿を達成す

るための施策を位置づけています。「基本計画各論」では、基本構想の将来都市

像やめざす姿に加えて、「人口と世帯数の推計」や「土地利用構想」といった枠

組みを踏まえて施策を定めました。これらの施策を、市内各地域のまちづくり

の視点でとらえ「地域別計画」としてまとめました。

また、「個別計画」は、各分野において、より具体的な取り組みの内容を総合

計画との整合を図って策定するものです。

基本計画の位置づけと構成のイメージ 
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（２）人口と世帯数の推計

我が国における将来推計人口は、国立社会保障・人口問題研究所が国勢調査

を基に推計した数値を公表し、国や地方自治体において広く活用されています。

しかし、この推計の基準となる人口が平成 22 年の国勢調査であり、直近の人口

を捉えていないことに加え、本市においては国勢調査による人口と住民基本台

帳人口に乖離がみられるといった現状があります。

そこで本市では、人口問題研究所の推計方法を基にしながら、推計の基準と

なる人口に平成 22 年の国勢調査ではなく、最新の住民基本台帳を用いることに

加え、本市の転入超過人口が地域人口に占める割合は過去直近 5 年間（東日本

大震災が発生した平成 23 年を除く）と同様の傾向が今後 5 年間続くこと、また、

出生率の代替指標である子ども女性比も平成27年と同様の傾向が今後５年間は

続くことといった仮定を加味し、推計したものを本市の将来推計人口としまし

た。

以上の方法による本市の将来推計人口では、前期基本計画の最終年である平

成 32 年には概ね 60 万人になると推計しています。

それ以降は微減に転じ平成 52 年には 57.4 万人で平成 27 年比 2.5%程度の減

となる見込みです。年齢別では、平成 52 年の人口は、25～49 歳の人口が平成

27 年比で 77.3％と最も大きく減少するのに対して、75 歳以上の人口は同

155.6％と最も大きく増加すると推計しています。

また、世帯数については、平成 27 年の 26.7 万世帯から増加を続けるものの、

平成 42 年の 28.5 万世帯をピークに減少し、平成 52 年には 28.0 万世帯になる

と推計しています。
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図表：川口市の年齢別人口の推移（2020 年以降は予測、各年１月１日時点）
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（３）土地利用構想

土地は、市民にとって限られた資源であり、都市における生活や経済活動を

はじめとする諸活動の基盤であることから、土地利用にあたっては、長期的な

観点から本市の発展の方向性を見据え、地域特性と均衡ある発展を考慮しなが

ら、総合的かつ計画的に進める必要があります。

このような考えのもとに、本市の土地利用の方向性を、将来都市像である

「人と しごとが輝く しなやかでたくましい都市 川口」の実現のため、次

のとおりとし、川口市都市計画基本方針をはじめ、各種施策や事業の推進にあ

たっては整合を図ることとします。

【ゾーニング】

・工業・商業・サービス業などの産業と住宅が混在する市の南部と西部におい

ては、産業と住宅が調和し共生する市街地の形成を図るとともに、狭小な木

造住宅などによる密集地については、災害からの安全性を確保し、居住環境

の改善など防災性の向上を図り、魅力的で活気ある都市の形成をめざします。

・安行台地を中心とする市の北部と東部では、農地や自然の緑の保全を図ると

ともに、環境にも優しく、快適で安心して健康に過ごせ、歩いて暮らせる持

続可能な都市の形成をめざします。

【拠点形成】

・鉄道駅周辺においては、商業・業務機能の集積を促進するなど、市民生活に

密着した生活拠点の形成をめざします。

・本市において各所に存在する貴重な水と緑の自然資源を基本に、歴史・文化

資源などを活かし、多様な活動が楽しめるレクリエーション拠点の形成をめ

ざします。

・産業における拠点を配置し、古くから培われた植木やものづくりの伝統を継

承・発展させ、さらに映像・情報などといった本市における新しい分野の産

業の展開を支えます。

【水と緑の空間形成】

・荒川や芝川をはじめとする河川・水辺環境の整備・保全を図ります。また、

これらの貴重な「水」と、見沼田んぼや安行台地を代表とする市内各所に存

在する「緑」の資源を活かした市民活動や憩いの場を整備・創出します。
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都市構造図
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（４）施策・単位施策の一覧

基本構想で掲げた６つのめざす姿を実現するため、本市が推進する施策と、

より具体的な手段を示す単位施策を定めました。
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５－２．基本計画各論

○基本計画各論の位置づけ 

基本計画は、基本構想に定める「めざす姿」を達成するため、重要な複数の

施策を関連付けて定めています。さらに、それぞれの施策には基本方針を定め

るとともに、その方針に則り行政が取り組むべきことを具体化した単位施策を

定めています。

総合計画は、基本計画に掲げられた施策やその基本方針などに基づき効果的

かつ効率的に推進する必要があるため、より具体的で予算的な裏付けのある取

り組みを、実施計画において事業として提示していくこととなります。

○基本計画各論の構成

基本計画は、施策ごとに「基本方針」、「目標指標」、「キーワード」「主な背景

事象」、「単位施策と主な取り組み」、「関連する個別計画」の項目から構成され

ています。 

さらに、「キーワード」「主な背景事象」、「単位施策と主な取り組み」は、単

位施策ごとにローマ数字で区分し関連付けを分かりやすく整理しています。 

各項目の概要は以下の通りです。

項目名 概要 

基本方針 施策の取り組みの方向性を記載しています。 

目標指標 施策を進捗管理するため、計測可能な目標を設定しています。この目標を定

期的に観測し、経年変化をみることで施策の進捗度合いを評価します。 

なお、指標の１番目には各施策を通じて統一的な指標を設定し、毎年行う市

民意識調査で諮っていきます。 

キーワード 主な背景事象や単位施策と主な取り組みと関連のある重要なワードを抽出し

たものです。 

主な背景事象 本市が施策を講じる上で大切な背景や事象を整理し、記載しています。 

単位施策と主な

取り組み 

主な背景事象を受けて、本市が取り組むべき具体的内容を記載しています。 

関連する個別計

画 

施策に関係する個別計画を参考掲載しています。個別計画は基本計画に掲

げられた施策の考え方を踏まえて策定し、更新されます。 
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Ａ．全ての人にやさしい 
“生涯安心なまち” 

Ａ-１：健康を育むまちづくり 

Ａ-２：健やかな子育て・子育ち環境づくり 

Ａ-３：高齢者の暮らしの安心・生きがいづくり 

Ａ-４：誰もが安心して生活できる環境づくり 
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施策 A-１：健康を育むまちづくり  

●基本方針 

市民の健康への関心を高めて自発的な予防と健康管理を促し、保健・医療体制の連携を

強化することで市民の“健康寿命”を伸ばします。

●目標指標 

指   標 単位 現状値（年度） 目標値（H32） 

この施策の推進が図られていると感じる人の割合 ％ （H26）  

川口市民の健康寿命（①男性 ②女性） 年 
① 15.98（H24） 
② 19.09（H24） 

① 17.30 
② 20.00 

キーワード 主な背景事象

Ⅰ

各種健康診査や検診の受診

率の向上

妊婦・出産・子育てへの切れ

目のない支援

地区担当保健師の活動充実

感染症による健康危機への

不安

中核市移行による保健・福

祉分野の権限委譲

一次予防として、食生活や運動などによる生活習慣
の改善により病気の発症を抑制し、次に二次予防と
して各種健康診査や検診などで、早期発見・早期治
療を行う予防医療の重要性がますます高まっていま
す。
感染症の発生により、健康危機に対する不安が増大
しており、感染症の未然防止や発生時の拡大防止へ
の迅速な対応が求められています。
妊娠や出産に係る安全性のさらなる確保と不安軽減
への取り組みが求められている一方で、乳幼児健康
診査などの受診率の向上が課題となっています。
中核市移行により、保健・福祉分野の権限委譲が予
定されており、地域の特性に合わせた市民の健康づ
くりや、保健、医療、介護、福祉の連携強化が求め
られています。

Ⅱ
医療体制の充実

高度急性期病院の必要性

急性期医療を担う病院をはじめとして、多くの医療
機関が存在し、医療へのアクセスの良さは強みとい
えますが、市民の健康意識の多様化に伴う医療ニー
ズが高まる中、さまざまな医療体制の充実が求めら
れています。
団塊の世代が後期高齢者となる平成 37 年度に向け、
病院・病床機能の役割分担を通じて、より効果的か
つ効率的な医療体制を構築するため、「高度急性期」
「一般急性期」「亜急性期」など、病床機能の再編が
進められています。

Ⅲ
高齢者の増加

医療技術の高度化による医

療費の増加

高齢化が進む中、今後ますます 65 歳以上の高齢者の
増加が見込まれることから、医療制度の充実が求め
られています。
高齢化の進展や医療の高度化により、国民健康保
険・後期高齢者医療保険の医療費は伸び続けていく
ことが予想されます。今後は、医療費の抑制と保険
税（料）収納率を向上させ、安定的な保険制度の運
営が必要になります。
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単位施策と主な取り組み 

Ⅰ 

保健・予防活動の推進 

市民一人ひとりの健康意識を高めるため、健康教室などを通して啓発活動を行います。

また、各種健康診査、検診、相談といった保健サービスを充実させ、疾病の早期発見・

早期治療を図るとともに、感染症の予防に努めます。

妊娠中の健康状態を良好に保ち、母子ともに健康で出産できるような支援を行い、安心

して育児ができる環境を整えます。

中核市移行に合わせた保健所の設置に取り組み、地域の実情を踏まえた適切な保健衛生

サービスを提供します。また、感染症の発生など健康危機の際に迅速かつ適切に対応し

ます。

Ⅱ

医療体制の充実 

救急医療体制や地域医療体制の充実を図るため、地域の医療機関の連携を推進し、安心

して医療を受けることができる体制を強化します。

医療センターにおいては、さらなる診療機能の充実を図り、地域から信頼される高度な

医療を担う急性期病院をめざします。

Ⅲ 

医療保険制度の充実 

各種健康診査や特定保健指導の実施、人間ドック検診の促進などにより、疾病の早期発

見や生活習慣の改善指導に努め、健康の保持増進を図るとともに、将来の医療費の削減

につなげます。 

医療費を抑制するとともに、保険税（料）の収納率向上を図ることで財源を確保し、安

定した医療保険制度の運営をめざします。 

●関連する個別計画

計画名

川口市健康・生きがいづくり計画（第二次）

川口市食育推進計画
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施策 A-2 ：健やかな子育て・子育ち環境づくり 

●基本方針 

健やかな子どもの成長を支え、子育て・子育ちといえば川口市と言われるような、安心

で楽しい子育て・子育ち環境を整えます。

●目標指標 

指   標 単位 現状値（年度） 目標値（H32） 

この施策の推進が図られていると感じる人の割合 ％ （H26）  

保育所の待機児童数 人 119（H26） 0 

キーワード 主な背景事象

Ⅰ
地域の人間関係の希薄化

子ども・子育て支援制度

子育て支援体制の充実

地域の人間関係の希薄化に伴い、子育てをする親の
負担や不安、孤立感が増す傾向にありますが、本市
は、子育て支援の総合拠点として「子育てサポート
プラザ」などを開設し、全公民館で「おやこの遊び
ひろば」を定期的に開催することで、気軽で身近な
遊び・相談・情報交換の場を提供してきました。
子ども・子育て支援制度に対応すべく、また、発達
段階に応じた子育てを支援するため、本市では子育
て相談に対応する組織を再編し、発達障害を含む子
育て相談の総合窓口としての機能充実を図りまし
た。

Ⅱ
保育ニーズの多様化

待機児童解消加速化プラン

の活用

共働き世帯の増加や核家族化の進展は、子どもが減
少している状況においても、さまざまな保育ニーズ
を増加させています。
本市は、保育所の待機児童が解消されない状況の中、
待機児童解消加速化プランを活用し、児童の受入枠
の拡大に努めています。

Ⅲ
子どもの遊び場の減少

放課後の居場所

都市化や少子化によって遊びの場所や機会が減少
し、また、核家族化や地域の人間関係の希薄化によ
り、子どもの社会への関わり方が変化するなど、昨
今の社会情勢の変化は、子どもにとっても少なから
ず影響を及ぼしています。
学校生活以外の子どもの居場所については、地域で
子どもたちに寄り添う取り組みが必要とされていま
す。
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単位施策と主な取り組み 

Ⅰ 

子育て支援の充実 

子どもやその親同士の交流の場を提供し、各種相談・情報提供の場を充実させていくこ

とで、子育てへの不安や負担の軽減を図り、安心して楽しく子育てができる環境を整え

ます。

子どもの送迎や預かりなどのさまざまなニーズに対応するため、地域の相互援助活動に

よる子育て支援を推進します。

安心して仕事と子育てを両立できる就労環境を促進するとともに、女性の社会進出に伴

って求められる男性の家庭参画を促進し、子育てしやすい環境をつくります。

Ⅱ

保育環境の充実 

病児・病後児保育、一時保育、延長保育など、多様化する保育ニーズに対応し、安心し

て子育てができるよう保育サービスの充実を図ります。

地域の実情に応じた保育ニーズを把握し、保育所などの適正な施設整備を進めることで

待機児童の解消を図ります。

Ⅲ 

児童の健全な育成 

家庭・地域・学校・行政が連携して、児童の放課後の居場所をつくり、さまざまな活動

と成長を見守る環境を整えます。 

子どもが自ら育つ力を身につけ、心身ともに健やかに成長するため、児童センターなど

の取り組みをさらに充実し、子どもの集いや学びあいの場所を提供していきます。 

●関連する個別計画

計画名

川口市子ども・子育て支援事業計画
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施策 A-3：高齢者の暮らしの安心・生きがいづくり 

●基本方針 

急速な高齢化が進展する中、住みなれた地域で高齢者が元気に生きがいをもち、いかな

る心身の状態にあっても、地域で安心して暮らせる環境づくりを推進します。

●目標指標 

指   標 単位 現状値（年度） 目標値（H32） 

この施策の推進が図られていると感じる人の割合 ％ （H26）  

要介護認定を受けている高齢者の割合 ％ 14.5（H26） 17.9 

生活機能が低下した高齢者の介護予防教室の参加者数 人 1,355（H26） 1,440 

キーワード 主な背景事象

Ⅰ
高齢化の進展に伴う認知症

高齢者の増加

地域コミュニティ機能の低下

高齢化率が急速に高まっている中、今後は一人暮ら
しの高齢者や、高齢者のみの世帯、認知症高齢者の
さらなる増加が見込まれます。
高齢者の価値観・ライフスタイルの多様化に伴い、
高齢者福祉へのニーズも多様化しています。
地域コミュニティが希薄な近年では、通院や買い物

などの日常生活に不便を感じている高齢者が増てい

ます。 

Ⅱ

独居高齢者や老々世帯の増

加

地域包括ケアシステムの構

築

地域での見守り体制の構築

高齢化のさらなる進展により介護サービスの需要が
より一層高まるとともに、独居高齢者や老々世帯も
増加することで、より質の高いサービスが介護事業
に求められます。 
高齢者になっても住み慣れた地域で暮らし続けてい
くためには、医療・介護・予防・生活支援・住まい
が一体的に提供される地域包括ケアシステムの構築
が求められています。
地域包括ケアシステムは、単なる介護サービスでは
補えない、町会などの地域での見守り体制なども必
要になります。

Ⅲ
元気な高齢者の増加

高齢者の社会参加と居場所

づくり

元気な高齢者の存在により、高齢者の価値観やライ
フスタイルも多様化し、健康や生きがいづくりへの
ニーズは、さらに高まることが予想されます。
高齢者の経験や技能を活かすためにも、人材を必要
とする企業とのマッチングや地域社会へ貢献できる
環境づくりが必要になります。
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単位施策と主な取り組み 

Ⅰ 
高齢者福祉の充実 

高齢者を対象に生活支援や対策を推進していくことで、高齢者の不安を解消し、住み慣

れた自宅で安心して暮らすことができる環境づくりを進めます。

Ⅱ

介護事業の充実 

介護サービスの利用者負担額の軽減を図ることで、低所得者でも安心して介護サービス

が利用できるようにします。また、介護保険事業者を育成し、介護サービスの質の向上

を図ります。 

介護予防などの取り組みを推進し、高齢者が要支援・要介護状態となることを防ぐとと

もに、在宅医療と介護の連携を図り、要介護状態になっても安心して生活できる環境づ

くりを進めます。 

住み慣れた地域で自分らしい暮らしを続けるためには、元気な高齢者が地域を支える仕

組みを作るなど、多様なサービスとして提供する「地域包括ケアシステム」を構築して

いきます。 

Ⅲ 

社会参加の場と機会の充実 

高齢者のニーズが高い趣味や教養を扱うセミナーの開催や、生きがいづくり、悩み事な

どの相談体制を整えることで健康で生きがいのある生活をサポートします。 

高齢者が心豊かな生活を送れるよう、レクリエーション活動の活性化や地域社会への貢

献活動の推進を図るため、老人クラブなどの地域の活動を支援します。 

高齢者の経験や技能を地域社会に提供するための就労環境づくりを支援していきます。

●関連する個別計画

計画名

第 6 期川口市高齢者福祉計画・介護保険事業計画
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